
金沢星稜大学学会会則

（名　称） 
第 1条	 本会は、金沢星稜大学学会と称し、金沢星稜大学内に置く。

（目　的） 
第 2条	 本会は、経済、経営及び人間科学に関する研究等を促進するとともに会員相互の啓
発に努め、金沢星稜大学大学院、金沢星稜大学（以下「大学」という。）及び金沢星稜大
学女子短期大学部（以下「短期大学部」という。）の学問的充実並びに地域社会における
産業、スポーツ及びこども文化の発展に寄与することを目的とする。　

（事　業） 
第 3条	 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。	
（1）	大学、短期大学部の研究機関誌及びその他刊行物の編集と刊行	
（2）	研究会及び講演会等の開催	
（3）	ゼミナール活性化のための事業及び学生の自主的なゼミナール活動の助成	
（4）	前号のほか各種教育研究活動の助成
（5）	その他本会の目的を達成するに必要と認める事業	

（組　織） 
第 4条　本会は、次に掲げる会員で組織する。	
（1）	正 会 員	 大学及び短期大学部の専任教員	
（2）	学生会員	 大学及び同大学院並びに短期大学部の学生	
（3）	特別会員	 	大学若しくは短期大学部を退職した正会員又は会員期間 4年若しくは 2

年以上で大学若しくは短期大学部を卒業した者のうち、申し出のあった
者で役員会が認めた者

（4）	名誉会員	 	大学及び短期大学部の名誉教授並びに本会の目的に照らして顕著な功績
があり、役員会が認めた者	

（5）	賛助会員	 本会の趣旨に賛同し、申し出のあった者で役員会が認めた者	
2 	 会員は、別表に定める所定の会費を納めなければならない。ただし、名誉会員からは会
費を徴収しない。
3 	 会員は、研究機関誌の配付を受けるほか、第 3条に定める事業に参加することがで
きる。

（役　員）
第 5条	 本会に、次の役員を置く。	
（1）	会 長	 1 名　		大学経済学部長、大学人間科学部長、大学人文学部長、大学教

養教育部長及び短期大学部学科長のうちから互選
（2）	副 会 長	 4 名　		会長を除いた前号の学部長、若しくは部長又は学科長



（3）	部 会 長	 5 名　　	経済部会、人間科学部会、人文学部会、教養教育部会及び短期
大学部会の各部会長

（4）	監 事	 	若干名　	役員会の推薦により会長が任命
2 	 前項の役員が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する構成人数
にかかわらず、実人数とする。
（1）	前項第 2号の副会長において、学部長、部長、学科長に兼務がある場合
（2）	前項第 2号の副会長において、学部長、部長、学科長に欠員が生じ、後任が決まって

いない場合又は後任を置かない場合
（3）	前項第 3号の部会長において、会長の指名により他の部会長の兼務がある場合

（役員の職務） 
第 6条　会長は本会を代表し、会務を総括する。	
2 	 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を
代行する。
3 	 部会長は、会務及び各部会の企画・運営並びに各部会間の調整を行う。	
4 	 監事は、本会の会計を監査し、毎会計年度、監査報告書を作成し、役員会及び総会に報
告する。

（役員の任期） 
第 7条	 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して 2期を超えないものと
する。
2 	 役員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員会） 
第 8条	 本会に役員会を置く。
2 	 役員会は、第 5条に規定する役員をもって組織する。
3 	 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
（1）	事業計画及び事業報告に関する事項
（2）	予算及び決算に関する事項
（3）	会員及び役員に関する事項
（4）	会則及び本会に関する規程等の改廃に関する事項
（5）	学星学会への助成に関する事項
（6）	大学及び短期大学部の学生の学会における発表・報告にかかる旅費及び資料作成費等

の支援並びに卒業・修士論文作成にかかる経費の支援に関する事項
（7）	その他本会の業務に関する重要事項
4 	 役員会は会長が招集し、その議長となる。
5 	 役員会は、構成員の 3分の 2以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができ
ない。ただし、役員会に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示し
た者は、出席者とみなす。



6 	 役員会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
7 	 会長が必要と認めるときは、役員会の同意を得て、役員以外の者を役員会に出席させ、
意見等を聴くことができる。

（部　会） 
第 9条	 役員会の下に、本会の事業の実施・運営に当たる、次の各号に掲げる部会を置く。
（1）	経済部会（大学経済学部の正会員が所属）
（2）	人間科学部会（大学人間科学部の正会員が所属）
（3）	人文学部会（大学人文学部の正会員が所属）
（4）	教養教育部会（大学教養教育部の正会員が所属）
（5）	短期大学部会（短期大学部の正会員が所属）
2 	 各部会には、次の各号に掲げる事項を協議し、実施する。
（1）	事業の立案及び実施に関する事項
（2）	予算及び決算に関する事項
（3）	研究機関誌の編集・刊行に関する事項
（4）	役員会から委任された事業等に関する事項
（5）	その他部会の業務に関する事項
3 	 部会に、構成員の互選により、部会長各 1名及び部会委員各若干名を置く。
4 	 部会委員は、部会長の下、各部会のそれぞれの任務を遂行する。
5 	 第 1 項各号に掲げる部会の組織及び運営等に関する事項は、別に定める。
6 	 会長は、必要に応じて合同の部会を置くことができる。この場合において、当該部会の
部会長は第 5条第 1項第 3号の規定にかかわらず会長が指名するものとし、組織及び運営
等に関する事項は、前項の別に定める規程に準ずるものとする。　

（学星学会）
第10条	 各部会の下に、第 4条第 1項第 2号に規定する学生会員で構成する学星学会を置く
ことができる。
2 	 各学星学会には、大学及び短期大学部の各ゼミナールから選出された者による代表委員
会並びに代表委員会の委員のうちから選出された者による運営委員会を置き、次の各号に
掲げる事項を協議し、事業の実施・運営に当たる。
（1）	ゼミナール大会、講演等の事業の立案及び実施に関する事項
（2）	予算及び決算に関する事項
（3）	会誌の編集・刊行に関する事項
（4）	役員会から委任された事業等に関する事項
（5）	その他学星学会の目的達成のため必要と認める事項

（総　会）
第11条	 会長は、年 1回総会を招集し、その議長となる。



2 	 総会は、正会員をもって構成し、本会の事業及び運営に関する重要事項を承認する。
3 	 総会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。この場合において、総会に付議される事項につき委任状をもって、あらかじめ
意思を表示した者は、出席者とみなす。

（経　費） 
第12条	 本会の経費は、会費、学校法人稲置学園からの補助金、寄付金及びその他収入を
もってこれに充てる。

（会計年度） 
第13条	 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。

（監査報告） 
第14条	 監事は、第 6条第 4項に基づき、監査結果について役員会及び総会に報告し、その
承認を得なければならない。	

（事務局） 
第15条	 本会の事務局を金沢星稜大学総合研究所内に置き、この会則に関する事務について
も、金沢星稜大学総合研究所の職員が担当するものとする。

（人件費の負担）
第16条	 前条の事務にかかる人件費相当額は、本会が負担するものとする。

（会則の改廃） 
第17条	 この会則の改廃は、役員会の議を経て、会長が行う。

（解　散） 
第18条	 本会を解散しようとするときは、前条に準じて行うものとする。

 付　則 
1 	 この会則は、平成25年 4 月 1 日に制定し、平成25年 4 月 1 日から施行する。
2 	 金沢星稜大学経済学会会則、金沢星稜大学人間科学会会則及び金沢星稜大学女子短期大
学部経営学会会則は、平成25年 3 月31日をもって廃止する。
3 	 この会則の施行日以前の事項及び手続等については、従前の各会則によるものとする。
ただし、平成25年度入学生の会員年会費の徴収にかかる手続については、この限りでは
ない。

付　則 
この会則は、平成26年 6 月18日に役員及び部会の構成並びに学生学会の名称について改正
し、平成26年 4 月 1 日から施行する。

付　則
この会則は、平成27年 6 月10日に別表の大学の学部名称を改正し、平成27年 4 月 1 日から
施行する。



付　則
この会則は、平成28年 3 月14日に、役員及び部会の構成等について改正し、平成28年 4 月
1 日から施行する。

（別表）
金沢星稜大学学会　会員年会費

会員の別	 会　　　費

正 会 員 	 6,000円

学生会員

大学	 2,500円
経済学部・人間科学部・人文学部　　　　　　
大学院	 	2,500円
短期大学部	 2,500円

特別会員 	 3,000円

賛助会員 	 10,000円



金沢星稜大学学会紀要投稿規程

（目　的）
第 1条	 金沢星稜大学学会（以下「本会」という。）の各部会の紀要は、本会会則第 2条に
定める本会の目的達成のため、同会則第 3条第 1項第 1号の定めにより発行する。
2 	 紀要の名称は次のとおりとする。
（1）	金沢星稜大学論集	 本会経済部会が発行
（2）	金沢星稜大学人間科学研究	 本会人間科学部会が発行
（3）	金沢星稜大学人文学研究	 本会人文学部会が発行
（4）	星稜論苑	 本会短期大学部会が発行

（編集委員会）
第 2条	 紀要の企画、編集及び発行のために、本会各部会に編集委員会を置く。
2 	 編集委員会の委員は、本会各部会の部会長が当該部会の正会員のうちから指名する。
3 	 編集委員会に編集委員の互選により編集委員長を置く。
4 	 編集委員長は、編集委員会を招集し、紀要の企画及び編集を行う。

（投稿者の資格）
第 3条	 紀要に投稿することのできる資格を有する者は、原則として本会の正会員、特別会
員、名誉会員、賛助会員及び金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部（以下「本学」
という。）において教育・研究に携わる者とする。ただし、次の各号に掲げる要件を満た
す執筆者については、この限りではない。
（1）	本学専任教員が筆頭筆者である共同執筆による論文等の共同執筆者
（2）	周年記念号については本学の旧専任教員
（3）	追悼又は退職記念号については関係者
（4）	正会員の著書又は紀要掲載論文に対する論評・批評等の執筆者
（5）	講演会等本会の活動に関する記録等の執筆者
（6）	その他編集委員会が依頼した原稿の執筆者
2 	 連名著者は、本会の会員でなくてもよいものとする。
3 	 本会の学生会員による投稿にあたっては、指導教員の指導のもとに投稿できるものと
する。

（投稿論文等）
第 4条	 紀要に投稿できるものは、第 1条に定める目的にかなうものであり、他に発行済み
又は投稿中でないものに限る。ただし、学会発表抄録や科研費等の研究報告書はその限り
ではない。
2 	 投稿論文等の種別は、論文、研究ノート、資料及びその他編集委員会が認めたもの（以
下「論文等」という。）のいずれかに該当するものとする。



3 	 編集委員会が適当と認めた論文等については、適切な名称をもって掲載することができ
るものとする。
4 	 論文等の執筆は、本会各部会の執筆要領に従うものとする。

（投稿の申込み）
第 5条	 論文等を投稿しようとする者は、編集委員会所定の投稿申込用紙を論文等の原稿と
ともに、編集委員会が定める期日までに提出しなければならない。
2 	 投稿される論文等の数は、紀要各号、原則として、各執筆者につき 1原稿とする。ただ
し、編集上の都合により投稿数を加減することもある。

（投稿論文等の受理）
第 6条	 投稿された論文等の受理は、第 4条に基づき編集委員会が決定する。ただし、内容
については、投稿者がすべての責任を負うものとする。
2 	 受理された論文等は、原則として、本会ホームページでの公開について承諾することを
前提とするものとする。

（掲載順序等）
第 7条	 論文等の掲載は、原則として著者名順とする。
2 	 縦書き及び第 4条第 3項に掲げる論文等は、編集委員会の判断により掲載順を決める。
3 	 目次には、論文等表題及び著者名を載せる。
4 	 奥付には、発行者として各部会名、編集者として編集委員会及び印刷所を載せる。

（原稿料）
第 8条	 編集委員会が依頼した論文等に対しては、執筆者に原稿料を支払うことができるも
のとする。
2 	 原稿料の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
（1）	論文	 3 万円
（2）	研究ノート	 2 万円
（3）	資料	 2 万円
3 	 前項のほか、編集委員会が認めたものに対しては、前項に準じて支払うものとする。

（発　行）
第 9条	 紀要は、原則として年 1回ないし 2回、 3月末日までに発行する。
2 	 抜刷りは、希望者に50部支給する。ただし、50部を超える分の抜刷りについては、執筆
者の負担によるものとする。
3 	 紀要を送付できる機関は、編集委員会がこれを決める。また、本会会員から編集委員会
に送付先を紹介できるものとする。

（著作権）
第10条	 紀要に掲載される論文等の著作権は、本会に帰属する。

（その他の事項）
第11条	 この規程に定めるもののほか、紀要への投稿等に関し必要な事項は、本会会長（以



下「会長」という。）が別に定める。
（規程の改廃）
第12条	 この規程の改廃は、役員会の議を経て、会長が行う。

付　則
1 	 この規程は、平成28年 3 月14日に制定し、平成28年 4 月 1 日から施行する。
2 	 金沢星稜大学学会の各部会における従前の投稿に関する規程は、平成28年 3 月31日を
もって廃止する。


